
 
1.Blue Port    2. 高橋篤司    3. 美容業 

4.下狛井堀 46-1   ５. 26-7822 
 

                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.事業所名      4.住所 

2.代表者(敬称略)   5.電話番号 

3.業種 

会員増強 

キャンペーンを 

継続実施中です 
 

平成 29 年 8 月 27 日（日）、山田荘小学校において精華町防災訓練が開催

されました。精華町商工会においては、救援物資の見本を提供し、地元商工

会員の存在を強くアピール致しました。救援物資提供にご協力を頂きました

会員事業所様には大変感謝申し上げます。（以下、物資提供事業所一覧） 

〇浦井酒店     〇㈲徳田屋        〇㈱ひょうたんや 

〇井上酒店     〇㈲狛田百貨       〇木村酒店 

〇かみむら米穀店  〇㈱クリーンサービス山城 〇中川包装産業 

（順不同、敬称略） 

 精 華 町 防 災 訓 練 へ の 参 加 協 力 

 新入会員のご紹介 （平成 29 年 9 月の理事会で承認された方のご紹介です。） 

 

 

 

商 工 会 ニ ュ ー ス 平成 2９年９月発行 

本年もせいか祭りに積極的に取組みます。開催日時は以下のとおりです。 

開催日時 ： 平成 29 年 11 月 19 日（日） 

   9：30 ～ 15：３0 

   （※けいはんなプラザ会場は 10：00～15：00） 

開催場所 ： けいはんな記念公園、けいはんなプラザ 

公園芝生広場では約 70 テントが立ち並び、そのうち商工会からは 30 事

業所および青年部・建築部が出店します。また、仮設電気工事には電気設

備部のご協力を得、緑化部は恒例の花苗無料配布を行ないます。 

 
中小企業知恵の経営ステップアップ補助金のご案内 

 せ い か 祭 り 2 0 1 7 

経営改善に繋がる取組みを支援する補助金制度の受付けを開始しています。 

売上や顧客を増加させたり、業務改善に繋がる取組みに必要な経費の一部を補助

します。補助率は,中小企業は 1/2 補助上限３０万、小規模企業は補助率２/3 で

補助上限２０万です。 

詳しくは、商工会ホームページをご覧ください。 

 
1.炭火焼鳥 和らく  2. 野村正彦    3. 飲食業 

4.精華町祝園西 1-3-1   ５. 93-3745 
 

 
1.㈱Steady Japan   2. 藤田圭佑   3.コンサルティング業 

4.下狛下新庄６８   ５. ０９０-７１１７-１７２３ 
 



・ 
 

 開 催 日 時 内 容 場 所 

10月 3日    19：00～21：30 経営力向上講座（財務会計） 商工会館 

10月 12日   19：00～21：30 経営力向上講座（基礎） 商工会館 

10月 19日   19：00～22：00 経営力向上講座（実践 B ｺｰｽ） 商工会館 

10月 23日   19：00～22：00 経営力向上講座（実践 A ｺｰｽ） 商工会館 

10月 24日   19：00～21：30 経営力向上講座（財務会計） 商工会館 

10月 25日   広域連協主催チャリティーゴルフ大会 笠置 GC 

10月 26日   7：00～8：00 朝活事業（SSC） 商工会館 

10月 26日～27日 けいはんなﾋﾞｼﾞﾈｽﾒｯｾ（SSC参加） 
けいはんなプ

ラザ、ATR 

11月 10日  19：00～21：30 経営力向上講座（基礎） 商工会館 

11月 14日  19：00～21：30 経営力向上講座（財務会計） 商工会館 

11月 15日～17日 第 57 回全国大会、全国商工会長会 
東京 NHK ﾎｰﾙ

他 

11月 16日  19：00～22：00 経営力向上講座（実践 B ｺｰｽ） 商工会館 

11月 19日 せいか祭り 2017 
け い は ん な 

記念公園 

11月 22日   7：00～8：00 朝活事業（SSC） 商工会館 

11月 27日  19：00～22：00 経営力向上講座（実践 A ｺｰｽ） 商工会館 

11月中下旬 11月理事会 商工会館 

編集後記 

今年の夏もスタンディングバーや夏祭りを開催し、多くの住民の皆様と地元商工業

者が触れ合える場を提供させていただきました。加えて初の取組みである『まちゼ

ミ』を企画し、消費者と直に触れ合う機会をもうけ消費動向や市場動向をつかむき

っかけづくりに結びつけました。夏を終えこれから秋へと季節が移りゆく中で、夏

場の疲れを吹き飛ばし、より一層事業所の経営改善事業と地域振興に注力してまい

ります。食べ物が美味しく感じられる季節になりますが暴飲暴食を避け、お身体を

ご自愛くださいますことをお祈り申し上げます。 

         事務局長 石原 順 

 
事業予定 Ｈ29.10 月～ 

あなたの経営を応援します！！ 
 

小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、

個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらか

じめ積み立てておくための共済制度です。掛金月額は、1,000 円から 7 万円まで

の範囲（500 円刻み）で自由に選べます。掛金は税法上、全額が「小規模企業共

済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。また共済金の受取り

の際には退職金所得控除として税務上有利な受取りができます。  

節税対策として、また事業引退後に余裕ある老後を送る資金として、ぜひこの共

催にご加入することをお勧めします。そのほか従業員のための中小企業退職金制度

もあり、人材不足解消にぜひお役立てください。      詳しくは事務局まで。 

精華町商工会では『行きます！ 聞きます！ 応援します！』をキャッチフレーズ

に、会員事業所様の経営上のあらゆるご相談にお応えいたします。資金繰り、税務、

経理、共済、労務問題、法律等のご相談。新規開業や第二創業のご相談や事業承継

のご相談、補助金獲得のためのアドバイスや事業計画策定のご支援など、何なりと

お問合せご相談下さい。精華町商工会では経験豊富な経営支援員や若手で発想力の

ある経営支援員が皆様のご相談をお待ち申し上げております。 

 
事業主のための退職金制度（小規模企業共済）のご紹介 


